
ぐんまネイチャーポジティブ推進プラットフォームメンバー 
募集要項 

 

１ 目的 

ぐんまネイチャーポジティブ推進プラットフォーム（以下「GNPプラットフォーム」と

いう。）は、2030年のネイチャーポジティブ（以下「NP」という。）実現に向け、企

業・団体・機関・自治体（以下「企業等」という。）間の協業を促進することで、群馬県

内に、自社の価値創造プロセスに自然の保全の概念を重要課題（マテリアリティ）として

位置付けた経営を行う企業（以下「NP経営企業」という。）が集積する「群馬県版NP経

営エコシステム」を形成することを目的とし、GNPプラットフォームに参加する「GNPプ

ラットフォームメンバー」を以下のとおり募集します。 

 

２ GNPプラットフォームの運営について 

GNPプラットフォーム運営は、群馬県環境森林部自然環境課及び群馬県から委託を受け

た事業者（以下「PF運営者」という。）が担当します。 

なお、GNPプラットフォームに関する運用は、別添「ぐんまネイチャーポジティブ推進

プラットフォーム設置規約」（以下「設置規約」という。）をご参照ください。 

  

３ GNPプラットフォームの活動について 

GNPプラットフォームの活動は以下のとおりです（設置規約第5条より）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第５条 GNPプラットフォームは、2030年のNP実現及び「ぐんまネイチャーポジ

ティブ宣言」に掲げた目標、又はこれらに係る課題解決に向けて取り組む。  

２ 前項を進めるため、PF運営者は、NP経営移行やNP関連事業の協業を支援する

ワークショップ、セミナー、ピッチ等（以下「ワークショップ等」という。）を

開催する。 

３ PF運営者は、GNPプラットフォームメンバーの紹介、NPに関する最新の関連

動向や好事例などの情報提供、GNPプラットフォームメンバー間の事業マッチン

グの実施などについて、群馬県ホームページ内「ぐんまネイチャーポジティブ推

進プラットフォームサイト」（以下「GNPプラットフォームサイト」という。）

を通じて情報発信を行う。  

４ GNPプラットフォームメンバーは、ワークショップ等での情報提供やGNPプ

ラットフォームサイトでの情報発信について、可能な限りPF運営者に協力する。  



 

 

 

4 GNPプラットフォームメンバーについて 

GNPプラットフォームメンバーとは、「企業メンバー」、「企業以外のメンバー」に分

類され、この２分類のメンバーの総称です。各メンバーの詳細については「５ 応募条

件」を参照ください。 

 

5 応募条件 

「企業メンバー」、「企業以外のメンバー」で応募条件が異なります。参加希望される

メンバーの応募条件を設置規約第４条で確認してください。 

（１）企業メンバー（設置規約第４条２より） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）企業以外のメンバー（設置規約第４条３より） 

 

 

 

 

 

 

 

２ 「企業メンバー」は、次の各号のメンバー要件に適合する企業で、本規約

に同意した上、所定の申請書をPF運営者に提出し、PF運営者が参加を認めた

企業とする。  

（１）以下のいずれかの事項に取り組むこと。  

 生物多様性及び自然資本に配慮した経営、事業展開を目指す。 

 NP経済の実現に向けて、企業等間での協業を図る。 

 NP経営への移行を目指す。 

（２）GNPプラットフォームメンバー間での担当者の連絡先の共有に同意する

こと。  

（３）GNP プラットフォーム参加によって知り得た情報について、情報提供者

の許可なく発表、公開、漏洩しないことに同意すること。 

３ 「企業以外のメンバー」は、次の各号のメンバー要件に適合する団体、機

関、自治体等（以下「団体等」という。）で、本規約に同意した上、所定の

申請書をPF運営者に提出し、PF運営者が参加を認めた団体等とする。 

（１）以下のいずれかの事項に取り組むこと。 

地域ぐるみでのNP実現に向けた活動の実施体制構築を図る。 

企業メンバーとNP関連事業の協業を図る。 

５ GNPプラットフォームの活動については、PF運営者により見直しを行う可能

性がある。  



 

 

 

 

 

6 GNPプラットフォームサイトへの情報掲載について 

PF運営者は、GNPプラットフォームメンバーの紹介やNPの取組等について、GNPプラ

ットフォームサイトに掲載します。 

 

7 募集期間 

随時 

  

8 応募について 

参加を希望する企業・団体等は、設置規約をご確認の上、GNPプラットフォームサイト

内の「申し込みフォーム」からお申し込みください。提出された申請書については設置規

約に則った活動や、当PF運営者からGNPプラットフォームメンバーへの連絡以外には使用

しません。 

 

9 お問合せ 

お問合せは、専用の問合せフォーム（https://forms.office.com/r/zft0MF6T2B）によ

るか、メールにて、群馬県自然環境課（kanshizen(ｱｯﾄﾏｰｸ)pref.gunma.lg.jp）までお問

い合わせください。なお、メールでのお問い合わせの際の件名は【GNPプラットフォーム

についての質問】としてください。 

※メール送信の際は(ｱｯﾄﾏｰｸ)を＠に置き換えてください。 

 

（２）GNPプラットフォームメンバー間での担当者の連絡先の共有に同意する

こと。  

（３）GNPプラットフォーム参加によって知り得た情報について、情報提供者

の許可なく発表、公開、漏洩しないことに同意すること。 


